
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十
五
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
第
四
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(910)

(917)

(863)

(909)

(870)

(916)

(862)

(868)

リ
ナ
グ
リ
プ
チ
ン

(869)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(861)

(867)

(792)

(860)

(798)

(866)

(791)

(796)

ミ
ラ
ベ
グ
ロ
ン

(797)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(790)

(795)

(768)

(789)

(773)

(794)

(767)

(771)

ボ
リ
ノ
ス
タ
ッ
ト

(772)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(766)

(770)

(258)

(765)

(262)

(769)

(257)

(260)

経
口
弱
毒
生
ヒ
ト
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

(261)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(256)

(259)

(114)

(255)

(117)

(258)

(113)

(115)

エ
ソ
メ
プ
ラ
ゾ
ー
ル

(116)



第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(112)

(114)

(97)

(111)

(99)

(113)

(96)

(97)

イ
ン
ダ
カ
テ
ロ
ー
ル

(98)第
八
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(95)

(96)

(68)

(94)

(69)

(95)

(67)

ア
ロ
グ
リ
プ
チ
ン
安
息
香
酸
塩
・
ピ
オ
グ
リ
タ
ゾ
ン
塩
酸
塩

(68)


